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萩
藩
家
老
益
田
家
中
に
お
け
る
須
佐
騒
動

重

田

麻

紀

享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
七
月
、
萩
藩
永
代
家
老
益
田
家
の
家

臣
三
〇
〇
人
余
が
徒
党
を
組
み
、
当
主
の
館
へ
強
訴
を
し
た
「
須

佐
騒
動
」
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
た
。
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
自

治
体
史
や
益
田
家
に
関
す
る
論
考
の
中
で
全
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ

ど
触
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
詳
細
は
明
ら
か
で
な
い
（
1
）
。

益
田
家
は
関
ヶ
原
後
に
、
毛
利
家
に
従
い
石
見
国
よ
り
移
住
し
、

萩
藩
の
永
代
家
老
と
し
て
代
々
要
職
を
歴
任
す
る
こ
と
に
な
る
。

一
万
二
千
石
余
の
知
行
地
を
与
え
ら
れ
、
長
門
国
奥
阿
武
宰
判
須

佐
村
（
現
、
山
口
県
萩
市
須
佐
）
に
屋
敷
を
構
え
地
方
知
行
の
中

心
地
と
し
、
多
く
の
家
臣
を
抱
え
た
。
知
行
地
は
須
佐
村
の
他
に

奥
阿
武
宰
判
の
六
ヶ
村
と
周
防
国
に
も
点
在
し
、
領
政
を
展
開
し

て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
一
万
石
を
越
え
る
大
規
模
な
地
方
知
行
主

は
萩
藩
で
四
家
の
み
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
家
政
・
領

政
・
家
臣
団
等
に
つ
い
て
は
詳
細
で
な
い
部
分
も
多
い
。
そ
れ
を

解
明
す
る
に
あ
た
り
、
須
佐
騒
動
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

は
一
つ
の
手
が
か
り
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

萩
藩
に
お
け
る
地
方
知
行
に
つ
い
て
は
従
前
よ
り
、
形
骸
化
し

た
知
行
主
が
大
多
数
だ
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
（
2
）
。
し
か
し
、
近
年
で

は
個
別
事
例
の
研
究
に
よ
り
、
地
方
知
行
の
実
態
と
し
て
、
領
主

と
し
て
の
意
識
保
有
、
検
地
に
お
け
る
一
定
の
独
自
性
の
保
持
等

の
指
摘
が
な
さ
れ
、
地
方
知
行
主
が
領
主
と
し
て
如
何
に
領
政
に

関
わ
っ
た
の
か
と
い
う
側
面
に
も
目
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
（
3
）
。

ま
た
、
近
世
の
益
田
家
に
つ
い
て
は
、
自
治
体
史
等
（
4
）
で
広
範
的

に
示
さ
れ
て
は
い
る
が
、
知
行
主
と
し
て
の
実
態
は
詳
ら
か
に
は

さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
近
年
、
久
留
島
典
子
氏
を
代
表
と
す
る

共
同
研
究
（
5
）
に
お
い
て
益
田
家
文
書
の
整
理
・
調
査
が
進
め
ら
れ
、

一
万
八
千
点
余
り
の
史
料
の
全
貌
が
明
ら
か
と
な
り
、
今
後
研
究

萩
藩
家
老
益
田
家
中
に
お
け
る
須
佐
騒
動

五
九
（
五
九
）



が
進
め
ら
れ
て
い
く
と
思
わ
れ
る
。
木
部
和
昭
氏
は
、
同
史
料
群

よ
り
益
田
家
が
浦
支
配
に
お
い
て
独
自
の
制
度
の
展
開
を
図
っ
た

こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
大
規
模
知
行
主
の
影
響
力
の
大
き
さ
を
指

摘
し
て
い
る
（
6
）
。

以
上
の
よ
う
な
研
究
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
、
本
稿
で
は
益
田
家

の
家
臣
（
陪
臣
）
の
多
く
が
関
わ
り
家
政
を
揺
る
が
し
た
騒
動
で

あ
る
須
佐
騒
動
を
取
り
上
げ
る
。
①
須
佐
騒
動
の
前
提
と
な
る
益

田
家
中
の
状
況
を
明
ら
か
に
し
、
②
須
佐
騒
動
の
経
過
を
追
い
、

そ
の
実
態
お
よ
び
藩
の
対
応
（
裁
許
）
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と

で
、
③
知
行
主
と
家
臣
と
の
関
係
性
、
家
臣
の
知
行
主
や
家
に
対

す
る
行
動
意
識
な
ど
を
探
る
一
材
料
を
提
示
し
た
い
。
ま
た
、
萩

藩
に
と
っ
て
の
益
田
家
の
位
置
づ
け
を
考
え
る
た
め
の
試
論
に
も

し
て
い
き
た
い
。

一

益
田
家
の
家
臣
団

ま
ず
、
益
田
家
の
家
臣
団
構
造
に
つ
い
て
確
認
・
整
理
し
て
お

き
た
い
。
益
田
家
が
前
任
地
で
あ
る
石
見
国
か
ら
須
佐
へ
移
動
し

た
際
（
当
主
、
益
田
元
祥
）
に
随
従
し
た
家
臣
団
は
十
組
編
成
で

三
二
三
名
、
組
外
れ
や
大
工
な
ど
含
め
る
と
、
総
計
六
二
一
名
も

の
人
数
と
な
る
（
7
）
。
ま
た
こ
の
他
に
「
又
内
之
者
」
も
い
た
と
記
載

が
あ
る
こ
と
か
ら
か
な
り
の
大
所
帯
で
の
須
佐
移
住
で
あ
っ
た
こ

と
が
窺
え
る
。
こ
の
家
臣
団
の
う
ち
、
須
佐
村
市
中
に
は
益
田
家

親
類
を
は
じ
め
と
す
る
家
老
ら
の
重
臣
や
大
組
・
手
廻
組
、
そ
し

て
四
つ
の
組
（
須
佐
地
組
・
瀬
尻
組
・
市
丸
組
・
宇
谷
組
）
ら
が

居
住
し
て
い
た
。
須
佐
の
四
組
に
つ
い
て
は
、
元
禄
期
に
宗
門
改

を
巡
っ
て
組
子
が
徒
党
を
組
む
な
ど
の
騒
動
を
起
こ
し
処
罰
を
受

け
る
と
い
う
事
件
が
記
録
に
残
っ
て
い
る
（
8
）
。

ま
た
、
明
治
初
期
の
分
限
帳
に
は
「
士
」
二
五
九
人
・「
卒
」

二
七
一
人
、
合
計
五
三
〇
人
と
あ
る
こ
と
か
ら
（
9
）
、
江
戸
時
代
を
通

じ
て
多
く
の
家
臣
を
抱
え
続
け
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

家
臣
の
石
高
に
つ
い
て
は
、
年
代
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
分
限

帳
を
も
と
に
す
る
と
総
計
四
四
六
名
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
う
ち

二
八
三
名
が
「
下
地
持
分
高
」
つ
ま
り
地
方
知
行
で
あ
り
、
一
六

三
名
が
「
浮
米
」
に
よ
る
知
行
で
あ
っ
た
（
10
）
。
地
方
知
行
で
最
も
高

い
石
高
は
二
〇
〇
石
（
家
老
、
益
田
丹
下
）
で
あ
る
。
一
〇
〇
石

を
越
え
る
家
臣
は
他
に
六
名
い
る
が
、
そ
れ
以
外
は
十
数
石
か
ら

五
〇
石
程
度
の
家
臣
が
多
い
。
四
組
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に

五
〇
名
前
後
が
属
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
の
組
も
一
四
石
が
最
高

で
大
半
が
一
桁
の
石
高
で
あ
る
。
浮
米
知
行
で
は
、
五
〇
石
が
最

も
高
い
が
（
大
組
、
増
野
作
左
衛
門
ら
三
名
）、
大
半
は
一
桁
か

ら
十
数
石
程
度
と
低
い
こ
と
が
わ
か
る
。

領
地
支
配
は
、
益
田
家
当
主
と
益
田
四
家
を
は
じ
め
と
す
る
家

史

学

第
八
二
巻

第
一
・
二
号
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〇
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老
の
も
と
で
お
こ
な
わ
れ
た
。
当
然
、
当
主
は
萩
や
江
戸
な
ど
に

お
い
て
藩
の
役
職
を
勤
め
て
お
り
、
須
佐
に
い
る
こ
と
は
稀
で
あ

る
た
め
、
領
政
を
家
臣
に
依
る
と
こ
ろ
は
大
き
か
っ
た
。
家
臣
は

萩
に
居
る
者
と
領
地
に
居
る
者
に
分
か
れ
、
須
佐
の
最
高
責
任
者

と
な
る
の
は
須
佐
職
役
（
須
佐
職
座
・
須
佐
当
職
な
ど
と
も
呼
ば

れ
る
。
本
稿
で
は
以
下
便
宜
的
に
「
須
佐
役
」
と
呼
称
）、
萩
に

お
け
る
最
高
責
任
者
は
萩
職
役
（
萩
職
座
・
萩
当
役
と
も
呼
ば
れ

る
。
同
様
に
「
萩
役
」
と
呼
称
）
で
あ
り
、
以
下
家
臣
が
諸
役
に

任
命
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
、
益
田
家
に
は
、
萩
藩
の
寄
組
と
し
て
取
り
立
て
ら
れ
て

い
た
元
祥
の
子
三
名
を
祖
と
す
る
益
田
末
家
が
あ
っ
た
。

二

須
佐
騒
動
以
前
に
お
け
る
益
田
家
中
の
混
乱

本
章
で
は
、
須
佐
騒
動
が
起
こ
る
以
前
の
益
田
家
中
の
状
況
に

つ
い
て
述
べ
る
。
藩
側
が
残
し
た
須
佐
騒
動
の
記
録
（
11
）
に
よ
る
と
、

騒
動
の
直
接
の
発
端
を
寛
政
一
二
年
（
一
八
〇
〇
）
と
し
て
い
る

た
め
、
同
年
に
至
る
ま
で
の
家
中
を
概
観
し
、
益
田
家
中
に
ど
の

よ
う
な
混
乱
・
不
満
が
生
じ
て
い
た
の
か
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

な
り
よ
し

天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
二
月
一
八
日
に
当
主
益
田
就
祥
か
ら

な
り
や
す

嫡
子
就
恭
へ
家
督
相
続
が
な
さ
れ
る
。
就
祥
は
藩
の
留
守
居
役
・

当
職
を
勤
め
、
明
和
三
年
（
一
七
六
六
）
に
は
美
濃
・
伊
勢
の
河

川
普
請
手
伝
の
惣
奉
行
と
し
て
、
美
濃
笠
松
へ
出
役
し
て
い
た
人

物
で
あ
る
（
12
）
。
家
督
相
続
時
、
就
恭
は
二
一
才
で
、
寛
政
二
年
か
ら

九
年
ま
で
藩
の
留
守
居
役
を
務
め
る
が
、「
本
家
丹
後
殿
（
�
就

恭
）
近
年
病
身
、
隠
居
又
兵
衛
殿
（
�
就
祥
）
老
羸
二
付
、
家
政

之
義
も
末
家
衆
并
家
来
江
被
相
任
（
13
）
」
せ
て
い
た
、
つ
ま
り
病
気
が

ち
の
た
め
家
政
は
末
家
や
家
臣
に
任
せ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
。

就
恭
は
家
督
相
続
後
、
財
政
の
点
検
を
お
こ
な
っ
た
。
天
明
五

年
の
差
引
不
足
金
額
と
し
て
九
〇
貫
三
六
四
匁
余
、
翌
六
年
で
一

〇
九
貫
八
九
一
匁
余
が
計
上
さ
れ
て
い
る
（
14
）
。
不
足
分
の
借
入
先
は
、

大
坂
借
・
御
公
借
・
萩
商
人
・
江
崎
借
（
15
）
な
ど
が
列
挙
さ
れ
て
お
り
、

こ
れ
以
降
も
財
政
難
は
続
い
て
い
た
こ
と
は
、
寛
政
九
年
よ
り
家

中
に
仕
組
を
命
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
白
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
背
景
に
お
い
て
、
益
田
家
中
の
混
乱
・
不
満
は

ど
の
よ
う
に
顕
在
化
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
家
臣
側
の
史
料

に
よ
る
と
以
下
の
四
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
（
16
）
。

一
点
目
は
先
に
挙
げ
た
仕
組
に
つ
い
て
で
あ
る
。
仕
組
と
は
、

家
計
整
理
や
藩
の
財
政
整
理
な
ど
、
経
済
立
て
直
し
の
方
法
や
行

為
を
意
味
す
る
（
17
）
。
萩
藩
の
仕
組
は
五
年
を
周
期
と
し
て
実
施
す
る

こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
益
田
家
で
も
同
様
の
周
期
で
お
こ
な
っ
て

い
た
よ
う
で
あ
り
、
借
銀
が
山
高
に
な
っ
た
寛
政
九
年
か
ら
享
和

萩
藩
家
老
益
田
家
中
に
お
け
る
須
佐
騒
動

六
一
（
六
一
）



元
年
（
一
八
〇
一
）
ま
で
、
家
中
に
対
し
て
一
ッ
成
の
「
古
来
稀

成
」
る
仕
組
を
命
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
仕
組
が
期
限
を
迎
え
る

一
年
前
の
段
階
に
な
っ
て
も
「
当
暮
（
�
寛
政
一
二
年
）
よ
り
至

来
春
御
繰
金
御
不
足
」
で
あ
り
財
政
難
が
続
い
て
い
る
た
め
、
家

臣
た
ち
は
「
御
年
限
中
差
向
不
取
差
直
」
と
状
況
が
改
善
さ
れ
な

い
こ
と
に
い
ら
だ
っ
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
。

二
点
目
は
、
当
主
就
恭
の
養
子
縁
組
に
つ
い
て
で
あ
る
。
寛
政

一
二
年
五
月
二
九
日
、
吉
敷
毛
利
外
記
就
兼
（
18
）
の
三
男
（
の
ち
の
当

主
、
益
田
房
清
）
を
養
子
と
す
る
決
定
を
し
た
。
こ
れ
に
際
し
、

萩
役
・
須
佐
役
の
み
が
決
定
に
加
わ
り
、
他
の
「
御
家
来
江
一
向

御
相
談
等
を
も
不
被
仰
付
」
な
か
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、「
御
家

を
当
役
の
ミ
ニ
而
守
立
」
て
て
い
る
よ
う
だ
と
怒
り
を
示
し
て
い

る
。三

点
目
は
、
天
明
六
年
の
仕
法
替
に
つ
い
て
で
あ
る
。
次
の
史

料
は
、
家
臣
た
ち
の
仕
法
替
に
関
す
る
意
見
で
あ
る
（
19
）
。

御
歎
申
上
候
事

一

御
当
家
御
政
道
諸
御
作
法
前
々
よ
り
其
行
成
を
以
被
仰

付
候
処
、
年
代
相
隔
候
程
自
然
と
取
失
古
法
相
捨
候
ニ
付
、

深
キ
御
思
召
之
旨
も
御
座
候
而
、
去
ル
天
明
六
年
古
法
江

御
改
被
仰
付
慎
而
奉
得
其
旨
候
、
其
後
も
追
々
諸
御
作
法

筋
之
仰
出
時
々
御
請
申
上
来
候
、
然
処
ニ
古
法
江
被
差
戻

儀
ニ
而
ハ
御
座
候
得
共
、
俄
ニ
諸
廉
御
改
被
仰
付
儀
ニ
付
、

今
以
末
々
は
移
り
兼
候
様
乍
恐
奉
存
候
、
御
先
祖
様
代
々

御
行
成
を
以
之
儀
ニ
付
大
旦
那
様
御
代
迄
は
大
概
其
御
見

渡
を
以
被
仰
付
来
候
得
ハ
、
下
以
其
心
得
ニ
付
自
然
と
上

下
一
和
仕
居
候
処
、
右
天
明
被
仰
出
候
後
ハ
御
家
風
も
大

ニ
変
シ
、
於
末
々
ハ
其
筋
不
行
届
自
然
と
御
政
道
難
相
立

其
費
不
大
方
様
ニ
奉
考
候
間
、
何
と
か
此
段
得
と
被
加
御

勘
弁
、
右
被
仰
出
諸
事
封
込
ニ
被
仰
付
大
旦
那
様
御
代
之

御
作
法
ニ
被
差
戻
被
下
候
ハ
ヽ
、
末
々
之
者
迄
も
其
行
形

考
居
却
て
御
作
法
筋
堅
固
二
相
成
御
為
可
然
様
奉
存
知
候

事
（
後
略
）

「
天
明
六
年
之
御
法
」
と
そ
れ
以
後
追
々
出
さ
れ
た
「
御
作

法
」
に
つ
い
て
封
じ
込
め
を
要
求
し
、「
大
旦
那
様
」
つ
ま
り
就

祥
時
代
の
作
法
に
戻
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
何
に
つ

い
て
の
作
法
か
は
こ
の
内
容
だ
け
で
は
判
然
と
し
な
い
が
、
現
況

で
は
「
御
倹
約
之
御
取
〆
も
難
相
成
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
仕
組

や
倹
約
の
作
法
に
関
わ
る
内
容
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

現
行
の
作
法
で
は
倹
約
が
難
し
い
の
で
そ
れ
ら
を
封
じ
込
め
、
就

祥
時
代
の
作
法
に
戻
す
よ
う
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
点
目
は
、
役
職
の
勤
務
体
制
に
つ
い
て
で
あ
る
。
倹
約
に
よ

り
諸
役
所
が
縮
小
さ
れ
た
こ
と
で
職
務
が
重
複
す
る
こ
と
、
ま
た

史
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諸
役
が
近
番
で
あ
る
こ
と
に
対
し
て
も
不
満
を
抱
い
て
い
る
。

以
上
の
点
に
対
し
て
家
臣
た
ち
の
不
満
が
募
っ
て
い
た
の
で
あ

る
が
、
当
時
須
佐
役
で
あ
っ
た
俣
賀
次
郎
右
衛
門
お
よ
び
萩
役
の

増
野
舎
人
は
適
切
な
対
応
を
と
ら
な
か
っ
た
た
め
、
状
況
が
改
善

さ
れ
な
い
と
し
て
家
臣
た
ち
の
非
難
の
対
象
と
な
る
。
こ
の
両
名

は
、
本
来
で
あ
れ
ば
重
職
者
と
し
て
当
主
に
対
し
領
地
に
つ
い
て

の
実
直
な
意
見
・
説
明
を
す
る
べ
き
だ
が
、「
邪
侫
」
の
心
構
え

で
仕
え
て
お
り
、
過
失
の
指
摘
・
是
正
を
当
主
・
家
老
ら
へ
進
言

で
き
て
い
な
い
、
と
指
摘
し
、
俣
賀
に
対
し
て
は
「
御
威
光
を
笠

ニ
着
我
意
を
立
候
」
と
い
う
態
度
で
勤
め
る
「
不
忠
不
義
」
の
人

物
で
あ
る
と
強
く
批
判
し
て
い
る
。
次
の
史
料
は
、
寛
政
一
二
年

一
一
月
の
家
臣
た
ち
の
意
見
で
あ
る
（
20
）
。

（
前
略
）
是
迄
之
弊
風
ニ
而
は
忠
勤
之
風
俗
怠
り
眼
前
不
成

御
為
儀
と
気
付
候
而
も
、
上
之
御
威
光
ニ
壓
レ
口
を
閉
御
為

端
申
上
候
人
無
之
様
御
座
候
而
は
、
御
家
御
興
隆
之
期
は
有

之
間
敷
候
間
、
以
来
之
儀
ハ
為
執
政
者
は
勿
論
諸
役
所
所
勤

仕
来
候
者
孰
も
御
為
筋
一
途
二
相
考
、
上
意
ニ
不
諂
励
忠
勤

可
申
候
、
然
共
直
諫
之
道
塞
り
易
キ
も
の
ニ
候
得
は
、
一
統

為
励
誓
約
仕
、
自
今
ハ
御
為
筋
之
気
付
於
有
之
は
尖
ニ
申
上
、

若
も
侫
人
之
讒
訴
ニ
逢
色
々
他
之
小
過
を
以
重
ク
御
咎
被
仰

付
候
時
は
互
ニ
救
相
可
申
候
、
且
又
奸
佞
之
輩
厳
威
を
仮
邪

曲
を
振
候
ハ
ヽ
申
合
せ
退
候
様
仕
候
間
、
是
迄
之
弊
風
一
変

仕
候
様
申
合
せ
左
之
通
誓
約
仕
候
事

家
臣
が
上
を
恐
れ
て
率
直
な
意
見
を
進
言
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
よ
う
な
現
況
で
は
、
家
の
興
隆
も
望
め
な
い
。
直
諫
の
道
を
開

く
た
め
に
は
、
進
言
に
よ
っ
て
咎
め
を
受
け
る
こ
と
が
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
場
合
は
家
臣
同
士
が
互
い
に
守
り

合
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
誓
約
を
結
ぶ
こ
と
に
し
た
、

と
あ
る
。
誓
約
の
条
目
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
（
21
）
。

一

今
般
各
尽
忠
勤
除
邪
侫
之
輩
可
申
段
、
一
統
堅
申
談
候

事

一

連
判
人
数
之
内
若
為
邪
臣
虜
被
成
候
共
、
銘
々
抛
一
命

相
互
ニ
救
相
可
申
事

一

古
失
小
過
を
以
不
相
応
之
罪
ニ
落
シ
候
共
、
往
三
ヶ
年

之
間
ハ
相
互
ニ
抛
身
命
救
相
可
申
候
事

一

親
子
兄
弟
た
り
共
、
連
判
之
外
他
言
申
間
敷
候
事

先
に
示
し
た
史
料
の
後
半
部
分
を
条
目
化
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

三
条
目
は
小
さ
な
罪
で
不
相
応
な
処
罰
を
受
け
た
場
合
に
は
、
向

こ
う
三
ヶ
年
の
間
は
家
臣
同
士
が
互
い
に
命
を
抛
ち
救
い
合
う
と

い
う
、
よ
り
具
体
的
な
点
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
誓
約

に
は
、
大
組
以
下
四
組
・
中
間
に
至
る
ま
で
連
名
血
判
を
お
こ
な

っ
て
い
る
。

萩
藩
家
老
益
田
家
中
に
お
け
る
須
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そ
し
て
こ
の
誓
約
を
背
景
に
、
家
臣
た
ち
は
俣
賀
・
増
野
の
両

名
の
罷
免
を
願
い
出
る
。
ま
た
同
時
に
家
来
中
で
の
入
札
を
お
こ

な
い
、
両
名
の
後
役
と
し
て
、
須
佐
役
に
宅
野
太
郎
左
衛
門
、
萩

役
に
小
原
権
六
・
小
国
彦
七
を
推
挙
し
た
。
そ
し
て
、
以
上
の
内

容
の
願
書
を
、
家
老
の
一
人
で
あ
る
益
田
次
郎
三
郎
（
加
判
役
お

よ
び
大
組
頭
）
の
も
と
へ
持
参
し
判
断
を
仰
い
だ
。
次
郎
三
郎
は
、

須
佐
の
屋
敷
に
い
る
大
旦
那
様
（
�
就
祥
）、
ま
た
出
萩
し
て
当

主
就
恭
に
も
相
談
を
し
、
最
終
決
定
を
下
す
。
結
果
、
家
臣
か
ら

の
要
求
が
通
り
俣
賀
・
増
野
は
罷
免
、
後
役
に
先
の
三
名
が
任
じ

ら
れ
、
年
行
事
役
や
裏
判
役
な
ど
の
諸
役
も
家
臣
の
推
挙
の
通
り

と
な
っ
た
。
罷
免
し
た
俣
賀
ら
に
つ
い
て
は
過
失
が
あ
っ
た
こ
と

を
認
め
、
俣
賀
を
御
役
召
し
上
げ
の
う
え
伜
と
共
に
逼
塞
、
増
野

を
遠
慮
の
処
分
と
し
た
。
こ
の
処
分
に
つ
い
て
は
家
臣
と
の
間
で

若
干
揉
め
た
よ
う
で
あ
る
が
、
最
終
的
に
家
臣
側
か
ら
の
要
求
が

ほ
ぼ
受
け
入
れ
ら
れ
た
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
寛
政
一
二
年
一
一
月
に
起
こ
っ
た
益
田
家
臣

に
よ
る
誓
約
お
よ
び
須
佐
役
・
萩
役
の
罷
免
願
の
提
出
は
、
そ
れ

ま
で
の
益
田
家
中
の
諸
問
題
、
特
に
財
政
難
か
ら
生
じ
た
家
臣
た

ち
の
不
満
が
顕
在
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
益
田
家
は
家
臣
な
く

し
て
知
行
地
の
運
営
を
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
要
求
・
人

事
提
案
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
領
政
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
を
選
択

し
た
。
こ
の
一
件
は
、
家
臣
一
丸
と
な
っ
て
の
改
革
あ
っ
た
と
い

う
位
置
づ
け
を
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三

家
臣
間
の
対
立
と
益
田
家
の
対
応

家
臣
側
か
ら
の
要
請
に
よ
る
人
事
が
叶
い
、
一
新
さ
れ
た
体
制

の
中
で
領
政
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
益
田
領
内
で
あ
る

が
、
享
和
元
年
に
入
り
再
度
問
題
が
勃
発
す
る
。

益
田
家
は
天
明
八
年
に
御
旅
役
な
ど
で
勝
手
向
が
難
渋
し
、
藩

に
一
〇
〇
貫
目
の
借
銀
を
し
て
い
た
。
こ
れ
に
伴
い
領
分
の
う
ち
、

下
田
万
村
市
味
二
五
〇
石
が
上
地
と
な
っ
た
。
そ
の
土
地
の
受
け

返
し
の
た
め
、
家
臣
が
個
々
に
借
銀
を
し
た
り
、
領
内
に
馳
走
米

を
課
し
た
り
し
た
が
、
返
済
に
は
至
ら
ず
に
い
た
。
そ
こ
で
、
新

体
制
の
も
と
一
刻
も
早
く
受
け
返
し
を
実
現
し
よ
う
と
、
新
た
に

年
行
事
役
に
就
任
し
た
波
田
太
郎
右
衛
門
を
中
心
に
、
須
佐
の
家

臣
た
ち
は
新
た
な
銀
主
よ
り
借
銀
を
お
こ
な
い
不
足
分
を
補
い
、

家
中
に
あ
ら
た
め
て
馳
走
米
を
賦
課
す
る
こ
と
を
協
議
、
当
主
か

ら
も
許
可
を
得
た
た
め
進
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

し
か
し
こ
の
馳
走
米
に
つ
い
て
、
須
佐
役
の
宅
野
太
郎
左
衛
門

は
、「
一
統
御
馳
走
米
之
儀
御
家
老
中
を
交
候
儀
甚
以
如
何
敷
」

こ
と
で
あ
る
と
家
臣
た
ち
の
案
を
「
不
行
届
」
で
あ
る
と
し
た
。

家
臣
た
ち
の
馳
走
米
賦
課
に
つ
い
て
の
具
体
案
は
不
明
だ
が
、
宅

史
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野
が
家
老
中
を
馳
走
米
の
対
象
に
す
る
こ
と
を
反
対
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
家
老
ま
で
を
含
ん
だ
家
中
全
体
に
馳
走
米
を
賦
課
す
る

こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
家
臣
ら
は
「
為
職
役
御
家

来
一
和
を
不
相
好
甚
不
心
得
之
申
分
」
と
、
役
職
者
で
あ
る
に
も

関
わ
ら
ず
家
来
が
一
和
に
な
る
こ
と
を
妨
げ
る
よ
う
な
宅
野
の
言

動
を
不
心
得
と
批
判
し
、
両
者
に
溝
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。

ま
た
時
期
を
同
じ
く
し
て
、
宅
野
は
当
主
か
ら
の
密
用
の
黒
印

状
（
内
容
不
詳
）
を
須
佐
へ
持
ち
帰
り
、
自
ら
に
同
調
す
る
者
だ

け
に
披
見
す
る
と
い
う
行
動
を
と
る
。
し
か
し
、
藩
側
の
史
料
に

よ
る
と
、「
酉
（
�
享
和
元
年
）
ノ
正
月
廿
二
日
黒
印
被
差
下
ケ

於
須
佐
ニ
職
座
宅
野
太
郎
左
衛
門
於
爰
元
ニ
ハ
用
人
石
津
伝
右
衛

門
大
谷
与
三
右
衛
門
え
取
計
被
申
付
候
由
、
且
於
須
佐
太
郎
左
衛

門
取
計
密
々
之
心
得
ヲ
以
、
最
初
ハ
心
腹
之
者
ヲ
見
立
壱
人
宛
大

小
身
筆
並
ニ
拘
ら
ず
拝
見
仕
せ
、
尚
又
右
之
趣
類
役
小
原
権
六
小

国
彦
七
え
一
向
不
申
合
、
尤
此
段
ハ
未
然
ニ
難
被
聞
意
味
有
之
、

丹
後
殿
父
子
末
家
中
申
合
之
上
指
図
と
丹
後
殿
書
出
ニ
相
見
候
（
22
）
」

と
あ
り
、
黒
印
状
に
つ
い
て
萩
役
の
小
原
・
小
国
両
名
に
す
ら
伝

え
な
か
っ
た
の
は
何
ら
か
の
当
主
側
か
ら
の
意
向
が
あ
っ
た
か
ら

で
あ
り
、
同
様
の
理
由
か
ら
他
の
家
臣
に
も
披
見
し
な
か
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
が
、
結
果
的
に
こ
の
一
件
で
宅
野
と
彼
を
批
判
す
る

家
臣
と
の
溝
が
よ
り
深
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
以
降
論
を
進

め
る
に
あ
た
り
、
便
宜
的
に
宅
野
に
与
す
る
家
臣
に
「
宅
野
派
」、

対
立
す
る
者
に
「
反
宅
野
派
」
と
い
う
呼
称
を
用
い
て
い
く
こ
と

と
す
る
（
23
）
。
ま
た
、
史
料
中
で
は
こ
れ
ら
二
つ
の
派
閥
を
「
両
党
」

と
呼
称
し
て
い
る
。

反
宅
野
派
は
、
家
臣
に
推
挙
さ
れ
役
職
に
就
任
し
た
宅
野
・
小

原
・
小
国
の
三
者
が
隔
意
な
く
一
致
し
て
家
政
を
執
り
お
こ
な
う

べ
き
だ
と
主
張
し
、
そ
れ
を
妨
げ
る
行
動
を
と
っ
た
宅
野
に
は
退

役
し
て
も
ら
う
し
か
な
い
と
申
し
合
わ
せ
を
お
こ
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
須
佐
家
臣
の
対
立
状
況
を
、
享
和
元
年
三
月
二
七

日
、
宅
野
が
萩
に
報
告
す
る
と
、
そ
の
進
言
に
従
い
反
宅
野
派
の

六
名
が
処
罰
が
下
さ
れ
る
。（【
表
１
】）
先
の
馳
走
米
一
件
で
宅

野
と
意
見
が
対
立
し
た
年
行
事
役
の
波
田
太
郎
右
衛
門
は
じ
め
、

反
宅
野
派
の
中
核
を
な
す
人
々
で
あ
る
。
宅
野
の
進
言
通
り
に
家

臣
へ
処
罰
が
下
さ
れ
る
事
は
、
黒
印
状
の
際
と
同
様
に
宅
野
が
当

主
か
ら
の
信
が
厚
い
こ
と
の
証
左
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

し
か
し
、
反
宅
野
派
は
「
六
人
之
面
々
い
か
程
之
過
失
有
之
候

哉
ハ
不
存
事
候
得
と
も
、
忠
勤
を
励
候
者
ニ
御
座
候
処
、
不
尋
常

御
沙
汰
筋
ニ
付
孰
茂
驚
入
候
」
と
宅
野
側
に
立
っ
た
処
罰
に
驚
き

と
不
満
を
持
ち
、
特
に
窪
田
彦
右
衛
門
の
処
罰
に
つ
い
て
は
、
黒

印
状
の
件
で
宅
野
へ
意
見
を
し
た
こ
と
が
原
因
で
は
と
い
う
疑
念

を
抱
く
。
そ
し
て
、「
此
度
御
咎
之
面
々
一
切
私
曲
等
之
越
度
無

萩
藩
家
老
益
田
家
中
に
お
け
る
須
佐
騒
動

六
五
（
六
五
）



御
座
、
忠
義
ニ
逸
り
候
而
之
取
作
廻
、
太
郎
左
衛
門
所
存

と
相
違
ニ
付
罪
科
を
求
候
而
申
上
仕
た
る
類
も
有
之
儀
と

相
見
申
候
」
と
、
処
罰
対
象
の
六
名
に
落
ち
度
は
な
く
、

忠
義
の
た
め
の
行
動
で
あ
る
の
に
、
宅
野
の
考
え
と
違
う

と
い
う
だ
け
で
罪
に
問
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
と
処

罰
に
反
対
す
る
。

ま
た
、
こ
の
件
で
反
宅
野
派
の
怒
り
を
増
幅
さ
せ
た
の

は
、
萩
役
の
小
原
・
小
国
の
両
名
に
処
罰
の
件
が
一
切
知

ら
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
点
、
六
名
の
究
役
が
い
ず
れ
も
宅

野
派
の
家
臣
か
ら
選
出
さ
れ
た
点
で
あ
る
。

家
臣
一
和
を
崩
す
宅
野
の
行
動
に
対
し
て
、
反
宅
野
派

は
萩
へ
直
訴
す
る
決
定
を
し
、
同
年
四
月
四
日
総
計
一
二

名
の
反
宅
野
派
家
臣
が
萩
へ
向
け
出
立
、
家
老
の
一
人
益

田
勘
右
衛
門
に
対
し
て
歎
願
を
お
こ
な
っ
た
（
24
）
。

御
歎
申
上
候
事

宅
野
太
郎
左
衛
門
儀
被
仰
付
御
政
道
筋
事
ニ
よ
り
候

而
は
、
小
原
権
六
・
小
国
彦
七
江
一
向
相
聞
不
申
様

承
り
候
、
御
政
道
筋
之
儀
は
三
職
申
談
御
伺
を
も
可

仕
筈
之
処
、
太
郎
左
衛
門
取
捌
甚
以
不
可
然
奉
存
候
、

右
之
故
御
家
来
中
一
和
不
仕
自
然
と
御
不
為
筋
出
来

仕
候
、
御
家
来
中
一
和
何
寄
以
肝
要
之
儀
ニ
御
座
候

【表 1】 享和元年における家臣処罰（反宅野派）

5月 12日

隠居、嫡子へ家督相続

逼塞、即日御許し

逼塞、即日御許し

逼塞、即日御許し

逼塞、即日御許し

逼塞、20日後御許し

組頭役召し上げ、逼塞、15日後御許し

逼塞、13日後御許し

逼塞、13日後御許し

逼塞、13日後御許し

逼塞、10日後御許し

逼塞、10日後御許し

逼塞、10日後御許し

逼塞、10日後御許し

逼塞、10日後御許し

逼塞、10日後御許し

逼塞、10日後御許し

逼塞、10日後御許し

※萩市須佐歴史民俗資料館所蔵松本家文書 D 468「大義御願一件」より作成

3月 27日

茶屋へ召し出し

出勤差し控え、御役召し上げ、逼塞

出勤差し控え、御役召し上げ、逼塞

御役召し上げ、逼塞

逼塞

茶屋へ召し出し

役職

年行事役

裏判役

御勤方役

組頭

氏名

窪田彦右衛門

波田太郎左衛門

柴田十右衛門

増野作左衛門

入江左治馬

椋小左衛門

松原勘五郎

城市軍司

増野多中

松原源五左衛門

栗山藤蔵

小国融蔵

多根茂右衛門

金子順平

仲井半蔵

吉賀兵之進

大草甚右衛門

大谷伊八

処罰
六名

出萩
一二
名

史

学
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二
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第
一
・
二
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処
、
所
詮
只
今
之
通
ニ
而
は
一
和
之
期
ニ
至
り
不
申
御
上
下

之
気
毒
不
過
之
奉
存
候
、
依
�
太
郎
左
衛
門
儀
御
役
無
容
易
、

後
役
之
儀
は
権
六
・
彦
七
江
被
仰
聞
御
賢
慮
を
以
御
為
宜
敷

人
柄
江
被
仰
付
被
下
候
様
奉
存
候
、
且
又
此
度
窪
田
彦
右
衛

門
・
椋
小
左
衛
門
被
召
捕
、
波
田
太
郎
右
衛
門
・
増
野
作
左

衛
門
・
入
江
左
次
馬
・
柴
田
十
郎
左
衛
門
御
聞
込
之
筋
有
之

先
逼
塞
被
仰
付
候
、
然
処
右
人
数
ハ
孰
茂
忠
勤
を
励
候
者
共

ニ
御
座
候
得
は
、
御
慈
悲
を
以
被
遂
御
赦
免
被
下
候
様
奉
願

候
（
後
略
）

つ
ま
り
、
①
宅
野
が
家
中
の
政
道
の
件
に
つ
い
て
小
国
・
小
原

へ
相
談
せ
ず
独
断
で
お
こ
な
う
こ
と
は
家
中
不
和
の
原
因
と
な
る
、

②
よ
っ
て
宅
野
を
退
役
さ
せ
後
役
は
小
国
・
小
原
に
よ
っ
て
相
応

の
人
物
を
選
出
す
べ
き
で
あ
る
、
③
処
罰
対
象
の
六
名
は
忠
勤
の

者
で
あ
る
た
め
赦
免
し
て
ほ
し
い
、
と
歎
願
し
て
い
る
。
ま
た
、

末
家
に
対
し
て
も
同
様
に
「
外
御
親
類
様
共
違
、
御
家
御
為
筋
之

儀
は
御
父
子
様
江
申
上
」
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
理
由
か
ら
、

当
主
親
子
へ
の
直
接
の
働
き
か
け
を
狙
っ
て
歎
願
を
お
こ
な
っ
て

い
る
。
さ
ら
に
、
一
二
人
の
う
ち
の
代
表
が
直
接
末
家
・
家
老
と

も
対
面
し
、
同
内
容
を
訴
え
る
な
ど
再
三
の
要
請
を
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
歎
願
を
受
け
て
、
当
主
・
末
家
・
家
老
に
よ
り
協
議

が
お
こ
な
わ
れ
た
。
四
月
二
六
日
に
末
家
が
代
表
し
て
一
二
名
へ

返
答
し
た
内
容
は
以
下
の
三
点
に
要
約
で
き
る
。
①
宅
野
が
小

原
・
小
国
へ
伝
え
な
か
っ
た
の
は
、
黒
印
状
と
御
咎
め
の
こ
と
二

点
の
み
で
あ
り
、
他
に
宅
野
に
は
別
段
問
題
は
な
く
、
彼
を
罷
免

す
る
理
由
は
な
い
、
②
六
名
の
処
罰
は
現
行
の
ま
ま
、
③
多
人
数

で
萩
へ
出
訴
す
る
行
動
は
許
し
が
た
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
り
、

反
宅
野
派
の
訴
え
を
完
全
に
退
け
た
。

当
然
、
こ
の
内
容
に
納
得
の
出
来
な
い
一
二
名
は
反
論
を
繰
り

返
し
、
自
分
た
ち
の
正
当
性
を
主
張
し
続
け
た
。
そ
の
結
果
、
再

度
当
家
・
末
家
・
家
老
に
よ
る
協
議
が
お
こ
な
わ
れ
、
五
月
一
二

日
に
最
終
的
に
末
家
か
ら
の
結
論
が
出
た
。
①
宅
野
は
罷
免
し
な

い
が
、
老
齢
で
あ
る
か
ら
大
谷
伊
八
（
反
宅
野
派
）
も
須
佐
役
に

任
じ
両
名
で
勤
め
さ
せ
る
、
②
六
名
の
処
罰
を
改
め
る
、
③
出
萩

し
た
一
二
名
へ
逼
塞
な
ど
を
命
じ
る
（
②
③
と
も
に
【
表
１
】
参

照
）、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
宅
野
を
支
持
し
て
い
た

当
主
側
が
反
宅
野
派
へ
対
し
て
も
配
慮
し
た
内
容
で
あ
る
と
読
み

取
る
こ
と
が
で
き
、
当
初
の
返
答
内
容
と
比
較
す
る
と
そ
の
変
容

は
明
ら
か
で
あ
る
。
宅
野
本
人
に
つ
い
て
は
特
に
沙
汰
は
な
い
も

の
の
、
須
佐
役
へ
反
宅
野
派
の
大
谷
伊
八
も
任
じ
る
こ
と
で
融
和

を
図
り
、
六
名
に
つ
い
て
も
赦
免
と
は
し
な
い
も
の
の
逼
塞
後
短

期
間
で
の
御
許
し
と
い
う
内
容
に
替
え
て
い
る
。
窪
田
彦
右
衛
門

に
つ
い
て
は
隠
居
を
命
じ
て
い
る
が
、
彼
は
黒
印
状
の
件
で
宅
野

萩
藩
家
老
益
田
家
中
に
お
け
る
須
佐
騒
動

六
七
（
六
七
）



と
対
立
し
て
お
り
、
宅
野
の
主
張
に
も
一
定
の
理
解
を
示
す
と
い

う
配
慮
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
萩
へ
出
訴
し
た
一
二
人
に
つ
い

て
は
一
〇
日
間
程
度
の
逼
塞
な
ど
比
較
的
軽
微
な
処
罰
と
し
て
い

る
。
こ
れ
は
、
知
行
地
に
お
け
る
家
中
の
問
題
を
萩
へ
出
訴
す
る

と
い
う
形
を
取
っ
た
こ
と
に
対
す
る
処
罰
で
あ
り
、
何
ら
か
の
処

罰
を
下
さ
ざ
る
を
得
な
い
の
は
知
行
主
側
と
し
て
は
当
然
の
こ
と

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
益
田
家
と
し
て
は
家
臣
た
ち
の
争
い
は
最
小

限
の
う
ち
に
収
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
為
に
対
立
す
る
者
た

ち
へ
の
融
和
も
不
可
欠
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
出
さ
れ
た
苦
渋
の
結

論
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
結
論
を
反
宅
野
派
は
、「
太
郎
左
衛
門
を
始
反
覆
讒
諛
之

族
」
に
よ
っ
て
自
分
た
ち
が
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
不
服

に
思
い
つ
つ
も
、
歎
願
が
反
映
さ
れ
た
部
分
も
あ
り
、
家
中
を
二

分
す
る
争
い
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
こ
の
沙
汰
を
受
け

入
れ
、
家
中
両
党
の
対
立
は
一
端
収
束
し
た
。

し
か
し
、
約
三
ヶ
月
後
の
八
月
一
四
日
、
先
の
六
名
の
内
の
一

人
、
椋
小
左
衛
門
が
宅
野
派
の
組
頭
増
野
庄
八
に
よ
り
隠
居
を
命

ぜ
ら
れ
た
た
め
、
再
度
両
党
が
対
立
す
る
こ
と
と
な
る
。
反
宅
野

派
が
連
名
で
増
野
へ
質
問
・
抗
議
を
お
こ
な
い
、
双
方
複
数
回
に

わ
た
る
や
り
と
り
を
繰
り
返
す
が
、
増
野
か
ら
は
「
御
用
辺
」
と

関
わ
る
た
め
自
分
の
考
え
だ
け
で
は
な
に
も
決
断
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
、
納
得
の
い
く
返
答
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め

反
宅
野
派
は
、
増
野
を
「
疎
遠
」
に
す
る
と
決
定
し
、
増
野
も
そ

れ
を
や
む
な
し
と
受
け
入
れ
、
以
降
も
対
立
の
状
態
が
続
く
こ
と

と
な
っ
た
。

以
上
、
享
和
元
年
に
お
け
る
家
臣
間
の
対
立
は
、
前
年
の
家
臣

一
丸
と
な
っ
て
の
改
革
と
は
違
い
、
政
道
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て

の
家
臣
間
の
方
針
の
違
い
が
原
因
で
あ
り
、
特
に
反
宅
野
派
が
宅

野
の
言
動
に
つ
い
て
意
見
を
唱
え
、
萩
へ
出
訴
す
る
な
ど
の
行
動

に
移
す
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
容
易
に
家
臣
の
主

導
権
争
い
と
言
う
の
は
拙
速
だ
が
、
仕
組
・
馳
走
米
賦
課
と
い
う

財
政
問
題
を
起
因
と
し
て
、
家
臣
間
に
方
針
の
違
い
が
生
じ
、
そ

の
た
め
に
対
立
が
起
こ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
益
田
家
と
し
て

は
、
家
臣
の
対
立
は
避
け
る
べ
き
事
態
で
あ
り
、
家
臣
に
多
少
の

不
満
が
残
り
つ
つ
も
な
ん
と
か
融
和
を
図
る
た
め
腐
心
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。

四

末
家
の
須
佐
派
遣
と
須
佐
騒
動

家
中
の
混
乱
が
収
束
し
な
い
こ
と
で
、
享
和
二
年
四
月
二
〇
日
、

当
主
父
子
を
慮
り
末
家
の
益
田
隼
人
が
須
佐
を
訪
れ
、「
御
家
来

中
熟
和
」
を
呼
び
か
け
る
。
同
月
二
三
日
に
益
田
館
へ
須
佐
役
お

よ
び
宅
野
派
・
反
宅
野
派
両
党
の
家
臣
計
二
八
名
を
呼
び
集
め
、

史
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当
主
よ
り
の
「
御
意
書
」
を
掲
げ
た
。
御
意
書
で
は
、
家
臣
同
士

が
再
度
「
已
然
之
意
地
を
挟
」
ん
で
対
立
を
続
け
て
い
る
た
め
、

所
帯
難
渋
に
も
か
か
わ
ら
ず
仕
組
・
倹
約
が
進
ま
な
い
と
現
状
を

憂
い
、「
是
迄
之
宿
意
差
捨
熟
和
之
心
得
」
を
持
つ
よ
う
に
、
と

両
党
の
対
立
を
や
め
再
び
熟
和
す
る
よ
う
に
と
の
考
え
が
示
さ
れ

た
。
こ
の
内
容
を
さ
ら
に
具
現
化
す
る
た
め
、
隼
人
が
家
臣
に
対

し
演
説
を
お
こ
な
っ
た
。
要
約
す
る
と
以
下
の
四
点
と
な
る
。
①

知
行
地
内
の
家
臣
同
士
が
不
和
で
あ
る
こ
と
は
世
上
の
評
判
も
悪

く
、
こ
れ
が
公
辺
に
知
れ
渡
る
こ
と
は
当
主
の
為
に
な
ら
な
い
、

②
こ
の
ま
ま
で
は
仕
組
が
整
わ
ず
所
帯
が
「
危
急
之
期
ニ
も
至
」

っ
て
し
ま
う
、
③
よ
っ
て
、
寛
政
一
二
年
の
誓
約
の
取
り
消
し
、

④
増
野
庄
八
へ
対
す
る
疎
遠
の
禁
止
、
を
命
ず
る
と
い
う
も
の
で

あ
る
。

こ
の
演
説
に
対
す
る
宅
野
派
の
反
応
は
不
明
だ
が
、
反
宅
野
派

た
ち
は
萩
に
い
る
者
も
含
め
意
見
を
す
り
合
わ
せ
反
論
を
す
る
。

①
寛
政
一
二
年
に
誓
約
を
交
わ
し
た
際
、
家
臣
は
一
和
し
て
お
り
、

両
党
の
対
立
が
起
き
た
の
は
そ
の
後
で
あ
る
。
よ
っ
て
誓
約
は
熟

和
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
く
、
忠
誠
の
た
め
で
あ
り
、
両
党
対
立

と
は
関
係
が
な
い
。
②
昨
年
の
六
人
御
咎
に
対
し
処
罰
軽
減
が
あ

っ
た
こ
と
で
一
和
の
心
得
で
い
た
の
に
、
椋
に
対
す
る
不
適
当
な

処
分
が
な
さ
れ
た
た
め
増
野
を
疎
遠
に
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
③
倹

約
・
仕
組
の
成
功
は
寛
政
一
二
年
の
志
願
の
目
的
で
も
あ
る
為
、

成
就
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
つ
ま
り
、
家
中
の
財
政
状
況
を
改

善
す
る
と
い
う
目
的
の
為
、
家
臣
の
一
和
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と

は
認
識
し
つ
つ
、
そ
の
件
と
誓
約
の
有
無
と
は
関
係
が
な
く
、
ま

た
不
和
を
き
た
し
て
い
る
原
因
は
自
分
た
ち
の
側
に
は
な
い
と
主

張
し
て
い
る
。

益
田
隼
人
と
反
宅
野
派
と
の
間
は
須
佐
役
の
大
谷
伊
八
に
よ
り

仲
介
さ
れ
る
が
、
争
点
の
一
つ
が
寛
政
一
二
年
の
「
誓
約
」
で
あ

る
。
隼
人
は
家
臣
が
「
誓
約
」
を
結
び
行
動
す
る
こ
と
は
「
天
下

一
統
之
大
法
」
に
背
く
と
い
う
理
由
か
ら
取
り
や
め
を
再
三
説
得

す
る
が
、
反
宅
野
派
は
、
先
の
①
の
事
由
、
ま
た
取
り
や
め
る
こ

と
は
「
多
人
数
之
御
家
来
士
道
之
衰
ニ
も
相
成
」
っ
て
し
ま
う
た

め
、
現
状
の
ま
ま
に
す
る
と
い
う
主
張
が
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
は
平
行
線
を
辿
り
、
最
終
的
に
元
々
誓
約
を
結
ん
で
い

た
家
臣
は
そ
の
ま
ま
に
す
る
、
と
い
う
結
論
と
な
っ
た
。
隼
人
が

反
宅
野
派
の
主
張
を
受
け
入
れ
た
形
に
な
る
。

ま
た
、
宅
野
派
増
野
庄
八
へ
の
疎
遠
を
禁
止
す
る
た
め
、
隼
人

は
融
和
策
を
講
じ
る
。
椋
小
左
衛
門
に
対
し
て
は
、
後
日
非
を
認

め
た
こ
と
、
若
年
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
隠
居
を
免
じ
る
代
わ
り

に
、
増
野
庄
八
を
は
じ
め
と
す
る
宅
野
派
へ
賞
美
を
与
え
た
。
賞

美
の
事
由
は
、
椋
の
一
件
に
お
い
て
「
貞
心
」
を
以
て
対
応
し
た

萩
藩
家
老
益
田
家
中
に
お
け
る
須
佐
騒
動

六
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と
い
う
理
由
で
あ
っ
た
（
25
）
。

宅
野
派
へ
の
賞
美
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
26
）
。

一

隼
人
様
御
事
須
佐
被
成
御
越
、
先
小
左
衛
門
養
子
隠
居

願
出
下
両
組
其
外
え
御
賞
美
被
仰
付
、
其
上
ニ
而
一
和
連

誓
紙
被
仰
付
候
事

御
賞
美
被
仰
付
候
銘
々
左
之
通

本
尾
官
次
組
（
二
名

略
）

栗
山
五
郎
左
衛
門
組
（
五
名

略
）

増
野
正
八
組
（
六
名

略
）

右
之
面
々
江
御
上
下
頂
戴
可
被
仰
付
候
事

下
両
組
侍
中

右

矢
一
手
宛
頂
戴
可
被
仰
付
候
事

下
両
組
御
中
間
中

右

皮
之
下
緒
ニ
可
被
仰
付
哉

増
野
十
左
衛
門
組

打
廻
り

善
介

右

心
応
慥
成
者
ニ
て
御
座
候
得
共
、
出
浮
役
中
之
儀

ニ
候
得
は
折
を
以
御
賞
美
可
被
仰
付
候
事

下
両
組
の
侍
中
や
中
間
お
よ
び
、
本
尾
官
次
組
（
市
丸
組
�
山

手
両
組
の
一
つ
）
の
家
臣
二
名
な
ど
、
宅
野
派
に
属
す
る
家
臣
の

面
々
に
対
し
て
、
上
下
・
矢
等
の
褒
賞
が
付
与
さ
れ
、
両
党
一
和

す
る
よ
う
に
申
し
渡
し
て
い
る
。

当
然
、
こ
の
差
配
に
対
し
て
反
宅
野
派
は
不
満
を
持
つ
が
、
隼

人
は
隠
居
を
免
じ
る
こ
と
と
賞
美
を
与
え
る
こ
と
が
両
党
に
と
り

「
五
分
五
分
」
で
あ
り
、
家
臣
一
和
の
た
め
の
手
段
で
あ
る
と
考

え
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
御
賞
美
を
「
い
か
程
之
訳
を
以
被
仰

付
候
儀
ニ
而
御
座
候
哉
と
不
折
合
之
者
も
有
之
由
ニ
相
聞
候
へ
共
、

何
分
御
家
来
一
和
不
仕
而
は
御
為
不
成
儀
と
遂
勘
弁
」、
つ
ま
り

賞
美
に
つ
い
て
不
満
に
感
じ
る
者
も
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
一
和

の
た
め
と
納
得
し
て
ほ
し
い
と
述
べ
、
一
件
の
落
着
を
図
っ
た
。

隼
人
は
自
身
の
差
配
に
よ
っ
て
両
党
の
対
立
を
収
め
る
こ
と
に
成

功
し
た
と
認
識
し
、
四
月
二
九
日
帰
萩
す
る
。
し
か
し
、
当
然
な

が
ら
家
臣
た
ち
、
殊
に
反
宅
野
派
は
賞
美
に
つ
い
て
不
満
を
抱
き

続
け
て
お
り
、
対
立
の
禍
根
は
残
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。

こ
の
一
件
か
ら
二
ヶ
月
余
り
経
っ
た
七
月
一
二
日
、
つ
い
に
須

佐
騒
動
が
勃
発
す
る
。
直
接
の
き
っ
か
け
は
市
丸
組
組
頭
の
本
尾

官
次
（
宅
野
派
）
に
よ
り
、
組
子
の
金
山
長
左
衛
門
（
反
宅
野

派
）
が
勘
定
懸
り
不
正
の
疑
い
で
取
り
調
べ
を
受
け
、
刀
を
取
り

あ
げ
手
械
を
さ
れ
る
、
と
い
う
一
件
で
あ
る
。
こ
の
件
に
つ
い
て

は
益
田
隼
人
が
大
事
の
よ
う
に
取
り
あ
げ
て
し
ま
う
が
、
取
り
調

べ
を
し
た
と
こ
ろ
、
不
正
で
は
な
く
単
純
な
記
録
記
載
ミ
ス
だ
っ

た
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
の
取
り
調
べ
方
法
に
対
し
、
反
宅
野
派

は
「
過
当
之
罪
ニ
落
入
」
れ
る
も
の
と
し
て
怒
り
を
露
わ
に
す
る
。
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そ
し
て
、
反
宅
野
派
は
一
族
郎
党
の
も
の
を
含
め
三
〇
〇
名
余
り

で
益
田
館
へ
詰
め
か
け
強
訴
を
お
こ
な
っ
た
の
で
あ
る
。

強
訴
内
容
は
、
家
老
五
名
に
対
し
、
金
山
へ
の
過
当
な
取
り
調

べ
に
つ
い
て
の
抗
議
と
、
益
田
家
に
よ
る
裁
定
を
要
求
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
強
訴
を
受
け
、
家
老
の
一
人
で
あ
る
益
田
登
人
は
出

萩
し
、
当
主
末
家
ら
と
協
議
を
す
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
経
緯
も
含

め
自
分
た
ち
の
力
で
は
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
結
論

に
達
す
る
。
そ
し
て
、
藩
へ
家
中
取
り
鎮
め
と
捌
き
を
出
願
す
る

こ
と
を
決
定
し
、
七
月
一
八
日
益
田
隼
人
が
藩
へ
願
い
出
る
こ
と

と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
萩
藩
は
物
頭
の
仲
三
左
衛
門
・
岡
又
十

郎
、
御
目
付
の
重
見
勇
、
元
奥
阿
武
宰
判
代
官
の
松
野
文
右
衛
門

の
四
名
を
須
佐
へ
派
遣
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
相
次
ぐ
両
党
の
対
立
、
ま
た
益
田
隼
人
に
よ

る
一
方
の
み
へ
の
賞
美
付
与
な
ど
対
処
の
不
的
確
さ
も
重
な
り
、

家
臣
が
徒
党
・
強
訴
す
る
と
い
う
須
佐
騒
動
が
起
こ
っ
て
し
ま
っ

た
。
本
来
な
ら
ば
「
家
来
取
治
不
相
成
と
の
儀
申
出
相
成
候
而
は

丹
後
身
分
も
不
相
立
家
之
恥
辱
ニ
も
相
成
候
（
27
）
」
こ
と
、
つ
ま
り
家

中
を
取
り
治
め
出
来
な
い
と
藩
へ
申
出
る
こ
と
は
当
主
就
恭
に
と

っ
て
恥
辱
で
あ
る
為
、
須
佐
騒
動
に
至
る
前
ま
で
は
内
々
に
収
め

よ
う
と
腐
心
し
て
い
た
が
、
徒
党
・
強
訴
と
い
う
事
態
に
直
面
し
、

取
り
治
め
の
限
界
と
更
な
る
騒
動
の
拡
大
を
懸
念
し
て
、
藩
へ
の

出
願
を
決
断
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

五

須
佐
騒
動
に
お
け
る
萩
藩
の
対
処

本
章
で
は
須
佐
騒
動
と
一
連
の
益
田
家
中
の
対
立
に
つ
い
て
、

藩
が
ど
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
裁
許
を
お
こ
な
っ
た
か
と
い
う
点

を
検
討
す
る
（
28
）
。

藩
よ
り
役
人
が
派
遣
さ
れ
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
た
大
組
月
番
の

栗
山
藤
蔵
（
反
宅
野
派
）
ら
は
、「
須
佐
之
儀
ハ
穏
便
ニ
折
合
候

間
御
役
人
衆
御
出
浮
之
処
は
被
差
止
可
被
下
候
（
29
）
」
と
、
穏
便
に
折

り
合
い
を
つ
け
る
の
で
藩
の
役
人
派
遣
は
差
し
止
め
て
ほ
し
い
と

申
し
出
る
。
当
然
、
自
分
た
ち
が
罰
せ
ら
れ
る
可
能
性
を
危
惧
し

た
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
自
分
た
ち
の
行
動
が
益
田
家
に
と
っ

て
の
恥
辱
で
あ
る
と
認
識
し
、
内
々
で
折
り
合
い
を
つ
け
よ
う
と

し
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

七
月
二
〇
日
、
先
の
四
名
の
う
ち
元
奥
阿
武
代
官
の
松
野
文
右

衛
門
の
み
が
須
佐
へ
到
着
し
た
。
そ
の
理
由
は
次
の
通
り
で
あ
る
（
30
）
。

（
前
略
）
身
柄
今
般
被
差
出
候
所
ハ
深
キ
御
思
召
之
旨
被
御

座
候
か
と
奉
考
候
故
、
出
足
前
若
狭
殿
（
�
萩
当
職
毛
利
若

狭
就
宣
）
江
申
達
候
趣
ハ
、
御
目
附
・
物
頭
被
差
出
候
処
は

身
柄
よ
り
可
致
注
進
候
間
、
其
上
ニ
而
須
佐
入
込
相
成
候
様
、

夫
迄
ハ
宇
田
駅
ニ
控
居
申
候
様
申
出
候
処
、
聞
済
シ
相
成
孰

萩
藩
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も
彼
駅
ニ
控
居
申
候
、
右
御
役
人
衆
当
地
御
引
受
相
成
候
而

は
丹
後
様
御
為
如
何
可
有
之
哉
御
気
遣
ニ
奉
存
候

つ
ま
り
、
松
野
は
元
奥
阿
武
代
官
で
あ
っ
た
自
分
が
選
出
さ
れ

須
佐
へ
派
遣
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
藩
の
穏
便
に
収
め
よ
と
い

う
意
向
の
表
れ
で
あ
る
と
考
え
、
藩
の
役
人
三
名
（
御
目
付
・
物

頭
）
は
ま
だ
須
佐
に
入
ら
ず
途
中
の
宇
田
駅
に
て
控
え
さ
せ
て
い

る
、
彼
ら
を
須
佐
に
迎
え
入
れ
る
こ
と
は
益
田
家
の
た
め
に
な
ら

な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。
松
野
は
奥
阿
武
代
官
を
勤
め
て
い
た
こ

と
で
、
益
田
家
中
の
内
情
に
も
精
通
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
騒

動
を
収
束
さ
せ
る
適
任
者
と
し
て
選
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
つ

ま
り
、
藩
と
し
て
も
必
要
以
上
に
事
態
を
大
き
く
す
る
つ
も
り
は

な
く
、
ま
ず
松
野
が
事
態
を
収
め
騒
動
を
鎮
静
化
さ
せ
る
こ
と
を

第
一
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

松
野
は
益
田
家
菩
提
寺
で
あ
る
大
薀
寺
に
て
徒
党
を
組
む
反
宅

野
派
の
家
臣
と
対
面
し
、
騒
動
を
収
束
さ
せ
益
田
家
の
た
め
に
も

家
臣
が
一
和
す
る
よ
う
に
と
説
得
を
繰
り
返
す
。
家
臣
た
ち
も
騒

動
が
藩
に
露
見
す
る
こ
と
は
当
主
へ
の
御
為
筋
で
は
な
い
と
し
て
、

松
野
の
説
得
を
受
け
入
れ
る
。
そ
し
て
、
徒
党
を
組
み
益
田
館
へ

詰
め
か
け
た
家
臣
は
引
き
上
げ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
松
野
文
右
衛
門
の
配
慮
と
尽
力
に
よ
っ
て
、
徒
党

を
組
む
と
い
う
騒
動
事
体
は
落
着
し
た
。
次
に
、
藩
は
捌
き
の
た

め
、
翌
八
月
一
件
御
用
掛
の
末
近
九
左
衛
門
・
上
山
三
郎
左
衛
門
、

御
目
付
の
宍
戸
八
右
衛
門
を
須
佐
へ
派
遣
し
、
取
り
調
べ
を
開
始

し
た
。
同
年
一
二
月
よ
り
騒
動
に
関
わ
っ
た
者
へ
個
別
に
御
究
を

お
こ
な
い
、
遠
近
方
（
31
）
で
裁
許
の
詮
議
を
重
ね
、
享
和
三
年
二
月
八

日
に
最
終
的
な
裁
許
が
決
定
、
一
九
日
に
申
渡
し
が
お
こ
な
わ
れ

た
。
以
下
、
裁
許
案
お
よ
び
実
際
の
裁
許
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

裁
許
案
に
お
い
て
は
、
個
々
人
へ
の
裁
許
を
検
討
す
る
と
同
時

に
、
一
連
の
騒
動
へ
対
す
る
遠
近
方
と
し
て
の
見
解
が
述
べ
ら
れ

て
お
り
、
次
の
四
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
①
須
佐
騒
動
は
「
自
然

と
徒
党
強
訴
之
躰
ニ
成
」
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
家
臣
の
悪
心
か
ら

起
こ
っ
た
「
反
逆
」
で
は
な
い
。
し
か
し
、
多
人
数
で
押
し
寄
せ

騒
ぎ
と
な
れ
ば
志
願
が
伝
わ
る
と
考
え
、
徒
党
を
組
み
家
政
の
混

乱
を
生
じ
さ
せ
た
点
は
否
め
な
い
。
②
宅
野
太
郎
左
衛
門
は
「
卑

劣
成
ル
人
柄
ニ
而
無
之
」、
た
だ
主
従
の
恩
義
か
ら
の
行
動
で
あ

っ
た
。
し
か
し
反
宅
野
派
は
彼
を
「
表
裏
」
の
態
度
だ
と
非
難
し

て
お
り
、
黒
印
状
の
取
扱
い
に
よ
っ
て
家
臣
間
に
不
満
が
広
が
っ

た
こ
と
は
疑
い
な
く
、
御
咎
め
な
し
で
は
再
度
騒
動
が
起
こ
る
懸

念
も
あ
る
。
③
知
行
主
の
家
政
は
「
徳
義
」
が
な
け
れ
ば
成
り
立

た
ず
、
家
臣
に
「
仁
愛
之
心
ヲ
以
家
政
ヲ
被
立
候
様
」
に
取
り
計

ら
え
ば
そ
の
考
え
は
家
中
に
広
ま
り
、「
自
然
と
家
政
可
相
立

事
」
で
あ
る
。
し
か
し
末
家
益
田
隼
人
の
行
動
は
、「
偽
り
を
以
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て
取
鎮
」
め
よ
う
と
、
過
当
な
賞
罰
で
家
政
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し

た
も
の
で
大
い
に
心
得
違
い
で
あ
り
、
享
和
元
年
に
一
二
人
が
萩

へ
出
訴
し
た
際
の
対
応
も
不
適
当
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
益
田
隼
人

の
取
り
捌
き
と
益
田
家
当
主
の
所
存
に
は
「
隔
意
」・「
違
却
」
が

あ
り
、
隼
人
が
金
山
長
左
衛
門
の
一
件
を
根
拠
も
な
く
大
げ
さ
に

し
た
こ
と
も
問
題
で
あ
る
。
④
一
連
の
騒
動
に
お
い
て
、「
何
某

こ
そ
大
悪
人
と
申
程
之
儀
」
は
な
く
、「
反
逆
徒
党
と
ハ
大
ニ
意

味
違
」
う
の
で
あ
る
か
ら
、「
平
穏
之
御
裁
許
」
を
す
る
べ
き
で

は
な
い
か
、
と
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
遠
近
方
は
詮
議
の
結
果
、
徒
党
を
組
ん
だ
家

臣
側
に
対
し
て
は
一
定
の
理
解
を
示
し
、
対
立
し
た
宅
野
に
対
し

て
も
何
ら
か
の
処
罰
は
必
要
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
家
臣
全
体

に
対
し
て
穏
便
な
る
処
罰
を
検
討
し
て
い
る
。
一
方
、
騒
動
を
起

こ
さ
れ
た
益
田
家
側
に
つ
い
て
は
、
当
主
に
対
し
厳
し
い
判
断
は

無
い
も
の
の
、
取
り
治
め
に
お
け
る
不
手
際
も
指
摘
さ
れ
、
特
に

末
家
の
益
田
隼
人
に
責
任
の
所
在
が
あ
る
と
見
ら
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。

次
に
個
別
の
裁
許
案
お
よ
び
裁
許
に
つ
い
て
検
討
を
す
る
。

【
表
２
】
は
須
佐
騒
動
に
お
け
る
藩
の
裁
許
案
お
よ
び
最
終
的
な

裁
許
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
当
主
側
の
立
場
で
あ
る
益
田
家
・
親
類
・
家
老
に
対
し
て

は
、「
内
輪
取
治
」
め
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
処
罰
の
理
由
と

し
、
重
罰
で
は
な
い
が
処
分
を
下
し
て
お
り
、
裁
許
案
と
実
際
の

裁
許
に
は
大
き
な
変
化
は
み
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
例
外
的
な
の

は
末
家
の
益
田
隼
人
で
、
先
の
③
の
様
な
事
由
に
よ
り
当
主
益
田

家
へ
迷
惑
を
か
け
た
罪
は
重
く
、
隠
居
と
い
う
案
か
ら
今
後
一
切

益
田
家
家
政
に
関
わ
ら
せ
る
こ
と
を
禁
止
す
る
、
と
い
う
も
の
に

変
化
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
他
親
類
中
一
同
に
対
し
て
は
次
の

よ
う
に
述
べ
る
（
32
）
。

一

丹
後
方
家
来
御
取
鎮
之
儀
厚
御
心
入
を
以
和
平
之
被
遂

御
裁
断
候
、
元
来
丹
後
病
身
ニ
而
家
政
不
行
届
よ
り
起
り

た
る
儀
ニ
付
、
向
後
親
類
中
無
疎
申
合
候
様
可
被
仰
聞
と

の
御
事
ニ
付
、
享
和
三
亥
二
月
廿
九
日
於
黒
書
院
毛
利
若

狭
毛
利
伊
賀
相
対
ニ
而
親
類
日
野
内
蔵
井
原
内
蔵
え
左
之

通
被
仰
聞
候
事

つ
ま
り
、
一
連
の
騒
動
は
当
主
が
病
気
で
家
政
が
不
行
届
で
あ

っ
た
こ
と
が
原
因
な
の
だ
か
ら
、
今
後
は
親
類
中
が
申
し
合
わ
せ

の
上
、
協
力
し
て
家
政
に
携
わ
る
べ
き
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

次
に
家
臣
に
対
す
る
処
分
で
あ
る
。
最
終
的
に
一
三
名
の
家
臣

に
処
罰
が
下
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
他
四
組
頭
な
ど
個
人
名
が
挙

げ
ら
れ
裁
許
案
が
出
さ
れ
て
い
た
家
臣
に
対
し
て
は
個
別
の
処
罰

は
な
く
な
り
、
ま
た
徒
党
に
参
加
し
た
家
臣
を
含
む
惣
家
来
中
に

萩
藩
家
老
益
田
家
中
に
お
け
る
須
佐
騒
動

七
三
（
七
三
）



【
表

2】
須
佐
騒
動
裁
許
一
覧

享
和

3（
１８０３

）年
2
月

8
日
の
裁
許

蟄
居
、
10
日
後
に
差
免

役
を
免
じ
た
上
遠
慮
、
10
日
後
に
差
免
、
以
降
本
家
政
に
関
わ
る
こ
と
を
禁
止

遠
慮
を
申
出
→
5
日
後
に
差
免

遠
慮
を
申
出
→
5
日
後
に
差
免

追
込（
閉
）、

50
日
後
に
御
叱
り
の
上
差
免

追
込（
閉
）、

50
日
後
に
御
叱
り
の
上
差
免

追
込（
閉
）、

50
日
後
に
御
叱
り
の
上
差
免

追
込（
閉
）、

50
日
後
に
御
叱
り
の
上
差
免

追
込（
閉
）、

50
日
後
に
御
叱
り
の
上
差
免

益
田
家
親
類（
益
田
市
正
）へ
御
預
け
、
文
化

3（
１８０６

）年
益
田
家
へ
戻
す

益
田
家
親
類（
益
田
清
之
助
）へ
御
預
け
、
文
化

3（
１８０６

）年
益
田
家
へ
戻
す

益
田
家
親
類（
益
田
清
之
助
）へ
御
預
け
、
文
化

3（
１８０６

）年
益
田
家
へ
戻
す

益
田
家
親
類（
繁
沢
図
書
）へ
御
預
け
、
文
化

3（
１８０６

）年
益
田
家
へ
戻
す

益
田
家
親
類（
堅
田
宇
右
衛
門
）へ
御
預
け
、
文
化

3（
１８０６

）年
益
田
家
へ
戻
す

（
出
奔
）

益
田
家
親
類（
堅
田
宇
右
衛
門
）へ
御
預
け
、
文
化

3（
１８０６

）年
益
田
家
へ
戻
す

益
田
家
親
類（
児
玉
百
合
八
郎
）へ
御
預
け
、
文
化

3（
１８０６

）年
益
田
家
へ
戻
す

益
田
家
親
類（
児
玉
百
合
八
郎
）へ
御
預
け
、
文
化

3（
１８０６

）年
益
田
家
へ
戻
す

裁
許
案

蟄
居
を
申
出
→
日
数
少
な
く
し
御
叱
り

隠
居
の
う
え
、
息
子
の
為
之
丞
に
家
督
相
続

益
田
当
主
よ
り
隠
居
申
し
渡
し

蟄
居

50
日

蟄
居

30
日

蟄
居

20
日

蟄
居

50
日

遠
島

益
田
当
主
よ
り
隠
居
申
し
渡
し

益
田
当
主
よ
り
隠
居
申
し
渡
し

蟄
居

100
日

蟄
居

100
日

蟄
居

100
日

蟄
居

100
日

蟄
居

100
日

蟄
居

100
日

蟄
居

100
日

蟄
居

100
日

氏
名

益
田
丹
後（
就
恭
）

益
田
隼
人

益
田
市
正

周
布
左
平
太

益
田
三
郎
左
衛
門

益
田
次
郎
三
郎

益
田
登
人

増
野
舎
人

益
田
勘
右
衛
門

宅
野
太
郎
左
衛
門

小
原
権
六

小
国
彦
七

松
原
勘
五
郎

栗
山
藤
蔵

小
国
融
蔵

城
一
軍
司

多
根
茂
右
衛
門

増
野
多
中

金
子
順
平

仲
井
半
蔵

役
職

当
主

末
家

益
田
家
親
類

益
田
家
親
類

益
田
家
家
老

益
田
家
家
老

益
田
家
家
老

益
田
家
家
老

益
田
家
家
老

益
田
家
家
臣（
須
佐
役
）

益
田
家
家
臣（
萩
役
）

益
田
家
家
臣（
萩
役
）

益
田
家
家
臣（
四
組
頭
）

益
田
家
家
臣

益
田
家
家
臣

益
田
家
家
臣

益
田
家
家
臣

益
田
家
家
臣

益
田
家
家
臣

益
田
家
家
臣

史

学

第
八
二
巻

第
一
・
二
号
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対
し
て
は
、
態
度
を
糺
す
と
い
う
条
件
付
き
で
御
咎
め
な
し
の
裁

許
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
先
の
④
の
穏
便
な
裁
許
の
意
図
は
、

処
罰
対
象
を
よ
り
限
定
的
・
最
小
限
の
人
数
と
す
る
こ
と
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
三
名
の
処
罰
対
象
者
は
、
宅
野
太
郎
左
衛
門
・
享
和
元
年
萩

へ
出
訴
し
た
一
二
名
の
メ
ン
バ
ー
（
う
ち
、
多
根
茂
右
衛
門
は
出

奔
し
た
た
め
、
最
終
的
な
処
罰
が
出
さ
れ
た
の
は
一
一
名
）・
同

じ
く
享
和
元
年
に
馳
走
米
賦
課
に
つ
い
て
宅
野
と
対
立
し
た
年
行

事
役
の
波
田
太
郎
右
衛
門
で
あ
り
、
と
も
に
同
内
容
の
処
罰
と
な

っ
て
い
る
。
宅
野
に
つ
い
て
は
、
家
臣
一
統
か
ら
須
佐
役
に
推
挙

さ
れ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
家
臣
不
和
に
な
る
よ
う
な
言
動
を
し
た

こ
と
で
当
主
に
迷
惑
を
か
け
た
と
い
う
理
由
、
一
二
名
に
つ
い
て

益
田
家
親
類（
児
玉
百
合
八
郎
）へ
御
預
け
、
文
化

3（
１８０６

）年
益
田
家
へ
戻
す

益
田
家
親
類（
堅
田
宇
右
衛
門
）へ
御
預
け
、
文
化

3（
１８０６

）年
益
田
家
へ
戻
す

益
田
家
親
類（
周
布
左
平
太
）へ
御
預
け
、
文
化

3（
１８０６

）年
益
田
家
へ
戻
す

益
田
家
親
類（
益
田
清
之
助
）へ
御
預
け
、
文
化

3（
１８０６

）年
益
田
家
へ
戻
す

益
田
家
親
類（
繁
沢
図
書
）へ
御
預
け
、
文
化

3（
１８０６

）年
益
田
家
へ
戻
す

今
後
態
度
を
糺
せ
ば
御
咎
め
な
し

※
山
口
県
文
書
館
蔵
「
須
佐
騒
動
一
件
御
裁
断
記
録
」
よ
り
作
成

蟄
居

100
日

蟄
居

100
日

蟄
居

100
日

蟄
居

100
日

蟄
居

70
日

蟄
居

90
日

蟄
居

90
日

蟄
居

70
日

蟄
居

110
日

蟄
居

80
日

蟄
居

80
日

蟄
居

80
日

益
田
家
一
任（
御
究
中
自
害
→
浅
手
）

請
状
差
出（
徒
党
を
組
ま
な
い
、な
ど
）

松
原
源
五
左
衛
門

吉
賀
兵
之
進

大
草
甚
右
衛
門

大
谷
伊
八

波
田
太
郎
右
衛
門

荻
野
忠
左
衛
門

山
崎
次
左
衛
門

松
本
良
左
衛
門

本
尾
官
次

増
野
十
左
衛
門

増
野
庄
八

栗
山
五
郎
左
衛
門

野
村
文
治

惣
家
来
中

益
田
家
家
臣

益
田
家
家
臣

益
田
家
家
臣

益
田
家
家
臣

益
田
家
家
臣（
年
行
事
役
）

益
田
家
家
臣

益
田
家
家
臣

益
田
家
家
臣

益
田
家
家
臣（
四
組
頭
）

益
田
家
家
臣

益
田
家
家
臣（
四
組
頭
）

益
田
家
家
臣（
四
組
頭
）

益
田
家
家
臣

益
田
家
家
臣

萩
藩
家
老
益
田
家
中
に
お
け
る
須
佐
騒
動

七
五
（
七
五
）



は
、
家
政
の
問
題
を
出
萩
し
て
ま
で
訴
え
出
た
上
、
自
分
た
ち
の

願
い
を
通
そ
う
と
切
腹
願
を
出
し
た
こ
と
が
不
行
届
で
あ
る
と
い

う
理
由
、
波
田
に
つ
い
て
は
、
年
行
事
役
で
あ
る
の
に
両
党
の
対

立
と
助
長
さ
せ
る
よ
う
な
言
動
を
し
た
と
い
う
理
由
、
か
ら
益
田

家
親
類
へ
お
預
け
と
な
っ
た
。

こ
の
一
三
名
に
つ
い
て
は
、
三
年
後
の
文
化
三
年
（
一
八
〇

六
）
に
、「
最
早
年
数
も
相
立
い
つ
れ
も
心
得
宜
相
見
候
付
主
人

え
差
返
相
慎
せ
置
」
く
と
い
う
許
可
が
出
て
、
益
田
家
中
へ
戻
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
「
領
分
中
行
歩
」
に
つ
い
て
は
当

主
の
了
簡
次
第
で
構
わ
な
い
と
い
う
沙
汰
も
出
さ
れ
て
い
る
。
彼

等
の
家
政
復
帰
に
つ
い
て
は
、
家
中
に
戻
さ
れ
一
〇
年
が
経
過
し

た
文
化
一
三
年
に
益
田
丹
後
（
房
清
）
が
藩
の
当
役
へ
問
合
せ
を

し
て
い
る
（
33
）
。

一

先
年
須
佐
騒
動
ニ
付
家
中
之
者
御
咎
被
仰
付
候
処
、
最

早
年
数
も
相
立
候
儀
、
当
時
無
人
ニ
も
候
間
、
召
仕
候
而

は
い
か
ゝ
可
有
之
哉
と
丹
後
殿
直
ニ
児
玉
三
郎
右
衛
門

（
�
当
役
）
え
被
申
候
処
、
右
之
趣
何
分
之
返
答
承
度
由
、

繁
沢
図
書
を
以
又
々
催
促
有
之
ニ
付
、
右
御
咎
之
家
来
再

勤
之
儀
ハ
難
被
相
成
儀
、
委
細
ハ
御
内
輪
ニ
お
ゐ
て
も
相

分
り
可
申
候
間
、
御
願
等
は
無
之
方
可
然
之
由
、
文
化
十

三
子
八
月
廿
六
日
図
書
江
返
答
、
三
郎
右
衛
門
申
聞
せ
候

事

当
主
の
房
清
か
ら
藩
の
当
役
へ
人
手
も
い
な
い
の
で
再
勤
さ
せ

て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
、
と
問
合
せ
を
す
る
が
、
彼
ら
を
再
勤
さ
せ

る
こ
と
は
難
し
い
と
い
う
事
情
は
房
清
が
充
分
に
理
解
し
て
い
る

筈
だ
か
ら
願
出
な
ど
す
る
べ
き
で
な
い
、
と
全
面
的
に
拒
否
さ
れ

て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
は
益
田
隼
人
同
様
、
騒
動
の
中

心
人
物
と
な
っ
た
家
臣
に
つ
い
て
だ
け
は
厳
し
い
処
分
内
容
で
あ

っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
藩
に
よ
る
裁
許
は
、
須
佐
騒
動
に
お
い
て

家
臣
が
徒
党
・
強
訴
を
し
た
こ
と
の
み
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で

は
な
く
、
騒
動
に
至
る
ま
で
の
過
程
を
総
合
し
て
判
断
を
下
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
最
後
に
、
藩
の
対
応
と
裁
許
に
つ
い
て
ま

と
め
る
。
①
基
本
的
に
穏
便
な
処
罰
と
い
う
方
針
を
採
り
、
徒

党
・
強
訴
と
い
う
藩
法
で
も
禁
じ
て
い
る
行
動
を
取
っ
た
に
も
拘

わ
ら
ず
、
多
く
の
家
臣
は
処
罰
な
し
と
な
っ
た
。
②
知
行
地
内
の

問
題
を
出
萩
し
て
当
主
へ
出
訴
す
る
と
い
う
行
動
に
対
し
て
は
否

定
的
で
あ
り
、
処
罰
対
象
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
後
の
家
政

復
帰
も
認
め
な
い
。
③
騒
動
を
起
こ
し
た
反
宅
野
派
だ
け
で
は
な

く
、
両
党
に
対
し
て
処
罰
を
お
こ
な
い
、
喧
嘩
両
成
敗
の
原
則
を

採
っ
て
い
る
。
④
益
田
家
側
の
責
任
の
所
在
を
、
当
主
で
は
な
く

事
態
の
収
束
に
失
敗
し
た
末
家
の
益
田
隼
人
に
あ
る
と
し
た
。
こ

史
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の
点
に
つ
い
て
は
、
隼
人
が
今
後
益
田
家
の
家
政
に
関
わ
ら
な
け

れ
ば
家
中
が
平
和
と
な
る
、
と
ま
で
指
摘
し
て
い
る
。
⑤
役
人
の

派
遣
や
処
罰
方
針
か
ら
藩
の
益
田
家
へ
対
す
る
配
慮
が
う
か
が
え

る
。お

わ
り
に

本
稿
で
は
、
須
佐
騒
動
が
起
こ
る
ま
で
の
経
過
を
明
ら
か
に
し
、

藩
の
裁
許
に
つ
い
て
検
討
を
お
こ
な
っ
た
。
先
に
も
述
べ
た
と
お

り
、
須
佐
騒
動
に
つ
い
て
の
詳
細
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
た
め
、
須
佐
騒
動
と
そ
の
前
後
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
、

今
後
の
近
世
益
田
家
の
研
究
に
一
材
料
を
提
示
で
き
た
と
考
え
る
。

以
下
、
明
ら
か
に
な
っ
た
点
を
ま
と
め
つ
つ
、
考
察
を
加
え
て

い
き
た
い
。

須
佐
騒
動
の
発
端
は
、
財
政
問
題
か
ら
起
こ
っ
た
家
臣
に
よ
る

家
政
改
革
で
あ
り
、
家
臣
た
ち
の
人
事
提
案
を
当
主
が
受
け
入
れ
、

一
旦
家
政
は
安
定
し
た
。
そ
の
後
、
馳
走
米
・
仕
組
な
ど
へ
の
意

見
相
違
を
き
っ
か
け
に
、
家
臣
が
両
党
に
別
れ
て
対
立
す
る
が
、

末
家
の
益
田
隼
人
が
仲
裁
に
入
る
。
隼
人
の
不
適
当
な
対
応
も
相

成
っ
て
両
党
の
対
立
は
収
ま
ら
ず
、
最
終
的
に
家
臣
が
徒
党
・
強

訴
す
る
と
い
う
須
佐
騒
動
に
発
展
し
て
し
ま
い
、
藩
へ
事
態
収
束

と
捌
き
を
願
い
出
る
こ
と
と
な
っ
た
。
藩
は
、
益
田
家
に
最
大
限

の
配
慮
を
し
、
最
小
限
・
限
定
的
な
処
罰
の
裁
許
を
下
す
こ
と
と

な
っ
た
。

以
上
か
ら
、
ま
ず
益
田
家
と
家
臣
の
関
係
性
を
検
討
し
た
い
。

知
行
地
運
営
に
お
け
る
家
臣
へ
の
家
政
依
存
と
い
う
理
由
か
ら
、

人
事
提
案
や
財
政
問
題
に
つ
い
て
の
提
言
を
受
け
入
れ
る
な
ど
、

益
田
家
が
家
臣
に
対
し
て
尊
重
・
配
慮
の
姿
勢
が
あ
っ
た
こ
と
が

指
摘
で
き
よ
う
。
当
主
が
知
行
地
に
い
な
い
な
が
ら
も
運
営
を
円

滑
に
進
め
る
為
の
当
然
の
方
針
と
も
と
れ
る
が
、
藩
か
ら
処
罰
さ

れ
た
家
臣
の
家
政
復
帰
を
求
め
る
な
ど
、
石
見
か
ら
随
従
し
長
年

家
政
に
携
わ
っ
て
き
た
家
臣
団
の
存
在
は
益
田
家
に
と
っ
て
必
要

不
可
欠
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
殊
に
中
核
を
成
す
よ
う
な
家

臣
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
家
臣
も
同
様
に
自
分

た
ち
の
行
動
は
長
年
仕
え
た
「
家
」
へ
の
「
御
為
筋
」
で
あ
る
と

い
う
意
識
を
根
底
に
持
っ
て
お
り
、
そ
の
考
え
に
基
づ
く
家
政
改

革
で
あ
り
誓
約
な
の
で
あ
っ
た
。
藩
も
裁
許
に
お
い
て
、
彼
ら
の

行
動
を
当
主
に
対
す
る
「
反
逆
」
と
は
捉
え
て
い
な
い
。
近
年
の

研
究
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
、
領
主
と
し
て
の
意
識
保
有
は

勿
論
の
こ
と
、
家
臣
の
知
行
主
・
家
へ
対
す
る
意
識
も
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
た
。

次
に
、
藩
の
対
応
・
処
罰
で
あ
る
が
、
藩
が
問
題
と
し
た
の
は

須
佐
騒
動
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
知
行
地
内
で
収
め
る
べ
き
問
題

萩
藩
家
老
益
田
家
中
に
お
け
る
須
佐
騒
動

七
七
（
七
七
）



を
末
家
の
不
手
際
や
一
部
家
臣
の
行
動
に
よ
り
、
表
沙
汰
に
す
る

よ
う
な
事
態
と
な
っ
た
こ
と
だ
っ
た
。
本
来
、
藩
と
し
て
は
で
き

得
る
限
り
知
行
地
内
の
家
政
に
は
立
ち
入
ら
な
い
、
と
い
う
方
針

を
持
ち
、
特
に
大
規
模
知
行
主
で
あ
っ
た
益
田
家
に
対
し
て
は
強

く
配
慮
を
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
だ
け
を
も

っ
て
、
大
規
模
知
行
主
の
家
政
は
藩
か
ら
あ
る
程
度
独
立
し
て
い

た
と
指
摘
す
る
に
は
拙
速
か
も
し
れ
な
い
が
、
一
つ
の
事
例
・
根

拠
を
提
示
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
、
今
後
研

究
を
深
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

ま
た
、
元
代
官
松
野
文
左
衛
門
が
須
佐
へ
派
遣
さ
れ
騒
動
を
収

束
さ
せ
た
こ
と
か
ら
、
代
官
と
知
行
主
家
臣
と
の
間
の
緊
密
性
に

つ
い
て
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。

本
稿
で
は
須
佐
騒
動
と
い
う
ひ
と
つ
の
事
例
に
焦
点
を
絞
っ
た

た
め
、
家
政
全
般
・
経
済
状
況
の
詳
細
・
騒
動
後
の
益
田
家
中
の

状
況
な
ど
、
多
角
的
な
検
討
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま

た
、
他
の
大
規
模
知
行
主
と
の
比
較
も
必
要
と
な
ろ
う
。
こ
れ
ら

の
点
は
今
後
の
研
究
課
題
と
し
追
求
し
て
い
き
た
い
。

註（
１
）
騒
動
が
起
こ
っ
た
と
い
う
指
摘
が
宮
崎
勝
美
「
益
田
家
伝
来
の

近
世
史
料
」（
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書
『
大
規
模
武

家
文
書
群
に
よ
る
中
・
近
世
史
料
学
の
統
合
的
研
究
―
萩
藩
家
老

益
田
家
文
書
を
素
材
に
―
』
二
〇
〇
八
年
、
研
究
代
表
者
久
留
島

典
子
）
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
程
度
で
あ
る
。

（
２
）
萩
市
誌
編
纂
委
員
会
編
『
萩
市
誌
』（
萩
市
役
所
、
一
九
五
九

年
）、
石
川
卓
美
『
防
長
歴
史
用
語
辞
典
』（
マ
ツ
ノ
書
店
、
一
九

八
六
年
）
な
ど
。

（
３
）
河
本
福
美
「
萩
藩
の
地
方
知
行
制
に
つ
い
て
―
大
組
羽
仁
氏
を

事
例
と
し
て
―
」（『
山
口
県
史
研
究
』
第
一
一
号
、
二
〇
〇
三
年
）、

田
中
誠
二
『
近
世
の
検
地
と
年
貢
』（
塙
書
房
、
一
九
九
六
年
）。

（
４
）
西
村
武
正
編
『
益
田
家
と
須
佐
』（
須
佐
町
教
育
委
員
会
、
一

九
九
七
年
）、
須
佐
町
誌
編
集
委
員
会
編
『
須
佐
町
誌
』（
須
佐
町
、

一
九
九
三
年
）
な
ど
。

（
５
）
前
掲
註（
１
）報
告
書
。
益
田
家
に
伝
来
す
る
文
書
は
、
東
京
大

学
史
料
編
纂
所
所
蔵
と
益
田
家
所
蔵
と
を
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

現
在
、
益
田
家
所
蔵
分
は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
に
寄
託
さ
れ
て

い
る
。

（
６
）
木
部
和
昭
「
益
田
家
文
書
に
見
る
浦
方
制
度
―
益
田
家
給
領
と

周
辺
諸
浦
の
漁
場
論
争
を
中
心
に
―
」（
前
掲
註（
１
）報
告
書
）。

（
７
）
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
寄
託
益
田
家
文
書
Ｂ
二
五
―
二
二
―
二

「
従
石
見
御
国
替
之
砌
御
家
来
組
分
并
人
付
之
帳
」。

（
８
）
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
益
田
家
文
書
三
―
一
〇
「
益
田
氏

御
意
覚
」
な
ど
。
ま
た
、
前
掲
註（
１
）宮
崎
勝
美
論
文
に
お
い
て

も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
騒
動
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
別
稿
を

用
意
し
た
い
。

（
９
）
萩
市
須
佐
歴
史
民
俗
資
料
館
所
蔵
荻
野
家
文
書
Ｇ
―
九
／
一
二

七
九
「
益
田
宇
右
衛
門
家
来
分
限
帳
」。

史
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（
１０
）
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
寄
託
益
田
家
文
書
Ｂ
二
五
―
二
二
―
一

「
須
佐
御
家
来
分
限
帳
」。

（
１１
）
山
口
県
文
書
館
蔵
毛
利
家
文
庫
九
諸
省
四
八
三
「
須
佐
騒
動
一

件
御
裁
断
記
録
」。

（
１２
）
西
村
武
正
前
掲
書
（
註（
４
））。

（
１３
）
前
掲
註（
１１
）「
須
佐
騒
動
一
件
御
裁
断
記
録
（
六

須
佐
騒
動

一
件
御
裁
許
之
儀
遠
近
方
よ
り
伺
書
之
事
）」。

（
１４
）
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
益
田
家
文
書
八
―
三
四
「
御
上
納

并
御
取
渡
大
差
引
」。

（
１５
）
江
崎
村
は
須
佐
村
の
東
に
隣
接
す
る
村
で
あ
り
、
江
崎
港
を
有

す
藩
の
蔵
入
地
で
あ
る
。

（
１６
）
萩
市
須
佐
歴
史
民
俗
資
料
館
所
蔵
松
本
家
文
書
Ｄ
四
六
八
「
大

義
御
願
一
件
」、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
益
田
家
文
書
二
二

―
四
五
「
大
組
中
組
小
組
願
控
」
に
よ
る
。
以
下
、
二
・
三
・
四

章
に
お
け
る
記
述
お
よ
び
本
文
中
の
括
弧
に
よ
る
史
料
引
用
は
特

に
注
記
し
な
い
限
り
当
該
文
書
で
あ
る
。

（
１７
）
石
川
卓
美
前
掲
書
（
註（
２
））。

（
１８
）
石
川
卓
美
氏
前
掲
書
（
註（
２
））
に
よ
る
と
吉
敷
毛
利
家
は
、

藩
士
中
の
最
上
階
層
で
あ
る
一
門
で
あ
る
。
一
門
は
六
家
あ
り
、

代
々
重
職
に
就
く
。
永
代
家
老
の
益
田
家
は
福
原
家
と
並
び
一
門

に
準
ず
る
家
格
で
あ
っ
た
。

（
１９
）
前
掲
註（
１６
）「
大
義
御
願
一
件
」。

（
２０
）
前
掲
註（
１６
）「
大
義
御
願
一
件
」。

（
２１
）
前
掲
註（
１６
）「
大
義
御
願
一
件
」。

（
２２
）
前
掲
註（
１１
）「
須
佐
騒
動
一
件
御
裁
断
記
録
（
四

丹
後
方
并

末
家
中
取
計
見
割
書

且
御
窮
被
仰
付
候
者
余
情
見
割
書
之
事
）」。

（
２３
）
「
大
義
御
願
一
件
」
等
の
種
々
の
記
述
を
総
合
す
る
と
、
宅
野

派
は
四
組
の
う
ち
下
両
組
と
呼
ば
れ
る
須
佐
地
組
・
瀬
尻
組
の
家

臣
の
多
く
、
お
よ
び
四
組
頭
の
う
ち
増
野
正
八
・
栗
山
五
郎
左
衛

門
・
本
尾
官
次
な
ど
で
あ
り
、
反
宅
野
派
は
山
手
両
組
と
呼
ば
れ

る
市
丸
組
・
宇
谷
組
の
家
臣
の
多
く
、
お
よ
び
四
組
頭
の
松
原
勘

五
郎
な
ど
で
あ
る
。

（
２４
）
前
掲
註（
１６
）「
大
義
御
願
一
件
」。

（
２５
）
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
益
田
家
文
書
二
二
―
五
七
「
某
申

上
書
」。

（
２６
）
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
益
田
家
文
書
二
二
―
五
四
「
隼
人

様
御
賞
美
仰
付
之
付
立
」。

（
２７
）
前
掲
註（
１１
）「
須
佐
騒
動
一
件
記
録
（
四

丹
後
方
并
末
家
中

取
計
見
割
書

且
御
窮
被
仰
付
候
者
余
情
見
割
書
之
事
）」。

（
２８
）
裁
許
内
容
は
す
べ
て
前
掲
註（
１１
）「
須
佐
騒
動
一
件
記
録
」
に

よ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
特
に
注
記
し
な
い
限
り
、
五
章
に
お

け
る
本
文
中
の
括
弧
に
よ
る
史
料
引
用
は
当
該
文
書
の
も
の
で
あ

る
。

（
２９
）
前
掲
註（
１６
）「
大
義
御
願
一
件
」。

（
３０
）
前
掲
註（
１６
）「
大
義
御
願
一
件
」。

（
３１
）
石
川
卓
美
氏
前
掲
書
（
註（
２
））
に
よ
る
と
、
遠
近
方
の
本
来

の
職
掌
は
諸
士
の
江
戸
な
ど
へ
の
出
役
に
対
す
る
課
金
や
出
銀
に

あ
た
っ
て
、
路
程
の
遠
近
や
任
務
の
頻
度
軽
重
を
調
査
し
公
平
に

諸
役
を
賦
課
す
る
こ
と
な
ど
で
あ
っ
た
が
、
諸
士
以
上
の
犯
罪
を

判
決
し
て
藩
主
の
裁
断
を
仰
ぐ
こ
と
も
そ
の
職
掌
と
な
っ
て
い
た
、

と
あ
る
。

（
３２
）
前
掲
註（
１１
）「
須
佐
騒
動
一
件
御
裁
断
記
録
（
九

丹
後
方
家

萩
藩
家
老
益
田
家
中
に
お
け
る
須
佐
騒
動
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政
之
儀
親
類
中
無
疎
申
合
候
様
被
仰
聞
候
事
）」。

（
３３
）
前
掲
註（
１１
）「
須
佐
騒
動
一
件
御
裁
断
記
録
（
十
一

先
年
御

咎
被
仰
付
候
丹
後
家
来
再
勤
之
儀
、
内
々
問
合
有
之
候
得
共
難
相

成
趣
之
事
）」。

（
付
記
）
史
料
閲
覧
に
際
し
て
格
別
の
御
高
配
を
賜
り
ま
し
た
萩
市
須

佐
公
民
館
・
萩
市
立
須
佐
歴
史
民
俗
資
料
館
・
萩
博
物
館
の
道
迫

真
吾
氏
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

史

学

第
八
二
巻

第
一
・
二
号

八
〇
（
八
〇
）


